
南部大阪都市計画区域区分の変更 

南部大阪都市計画用途地域の変更 

 

位 置 図 ２ 
 

8－3．小寺・今井地区 

 

8－1．黒山地区

8－2．小平尾地区 11－1．夕凪町地区 

 

     南部大阪都市計画区域 

 

N 

凡  例 

 都市計画区域  
区域区分及び 

用途地域の指定等

 市街化区域  市町村界 

 

8－4．北余部・太井地区

10－1．取石地区 

11－2．小津島町地区 

9－1．唐国町地区 



南部大阪都市計画区域区分の変更 

 

８－１．黒山地区（堺市） 

 
 

凡         例 

 

市街化区域に編入する区域 

 

現行市街化区域 

 

 

 

 

 

 

 



南部大阪都市計画区域区分の変更 

 

８－２．小平尾地区（堺市） 

 

 

凡         例 

 

市街化区域に編入する区域 

 

市街化調整区域に編入する区域 

 

現行市街化区域 

 

 



南部大阪都市計画区域区分の変更 

 

８－３．小寺・今井地区（堺市） 

 

 

凡         例 

 

市街化区域に編入する区域 

 

市街化調整区域に編入する区域 

 

現行市街化区域 

 



南部大阪都市計画区域区分の変更 

 

８－４．北余部・太井地区（堺市） 

 

 

凡         例 

 

市街化区域に編入する区域 

 

市街化調整区域に編入する区域 

 

現行市街化区域 

 



 南部大阪都市計画区域区分の変更
南部大阪都市計画用途地域の変更 

９－１．唐国町地区（和泉市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 凡   例 

 市街化区域に編入し、 

第一種住居地域(200/60)を指定する区域 

都市計画道路 泉州山手線 

 

 
 市街化区域に編入し、 

準工業地域(200/60)を指定する区域 
 

  現行市街化区域 
 



南部大阪都市計画区域区分の変更
南部大阪都市計画用途地域の変更 

１０－１．取石地区（高石市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡   例 

 市街化区域に編入し、 

第一種住居地域(200/60)を指定する区域 

縮尺：1/2,500

 市街化区域に編入し、 

準工業地域(200/60)を指定する区域 

 
現行市街化区域 

 



南部大阪都市計画区域区分の変更
南部大阪都市計画用途地域の変更 

 

１１－１．夕凪町地区（泉大津市） 

 

 

 

 

 

凡   例 

 市街化区域に編入し、 

準工業地域(200/60)を指定する区域 

 
現行市街化区域 

 
 
 
 
 
 



南部大阪都市計画区域区分の変更
南部大阪都市計画用途地域の変更 

 
１１－２．小津島町地区（泉大津市） 

 

 
 
 
 

凡   例 

 市街化区域に編入し、 

準工業地域(200/60)を指定する区域 

 
現行市街化区域 

 
 
 
 
 
 



南部大阪都市計画区域区分の変更 

南部大阪都市計画用途地域の変更 

 

位 置 図 ３ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

     南部大阪都市計画区域 

 

N 

凡  例 

 都市計画区域  
区域区分及び 

用途地域の指定等 

 市街化区域  用途地域の変更 

 市町村界   

16－2．南山中地区 

16－3．尾崎町地区 

16－1．箱作（１）地区 

16－4．鳥取地区 

16－5．箱作（２）地区 

16－6．自然田地区 

15－1．新家地区 

15－2．樽井駅周辺地区 

12－1．岸之浦町地区 

13－1．大阪窯業跡地地区 

13－2．二色一丁目地区 

14－1．日根野地区 

14－2．市場東地区 



南部大阪都市計画区域区分の変更
南部大阪都市計画用途地域の変更 

 

１２－１．岸之浦町地区（岸和田市） 

 

 
 

岸之浦町 

地蔵浜町 

岸之浦大橋 

凡   例 

 市街化区域に編入し、 

準工業地域(200/60)を指定する区域 

 
現行市街化区域 



南部大阪都市計画用途地域の変更
 

 

１３－１．大阪窯業跡地地区（貝塚市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要地方道大阪・臨海線 

４号湾岸線 

凡   例 

 工業地域(200/60)から 

第一種住居地域(200/60)に変更する区域 

 
現行市街化区域 

 



南部大阪都市計画用途地域の変更 
 
１３－２．二色一丁目地区（貝塚市） 

 
 
 
ｌ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

凡   例 

 近隣商業地域(200/80)から 

第一種中高層住居専用地域(200/60)に変更する区域 

 
現行市街化区域 

 



南部大阪都市計画区域区分の変更
南部大阪都市計画用途地域の変更

 

 

 

１４－１．日根野地区（泉佐野市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

凡   例 

 市街化区域に編入し、 

第一種低層住居専用地域(80/40)（外壁の後退距離の限度 1.5ｍ、建

築物の高さの制限 10ｍ）を指定する区域 

 市街化区域に編入し、 

準工業地域(200/60)を指定する区域 

 市街化区域に編入し、 

第二種中高層住居専用地域(200/60)を指定する区域 

 準工業地域(200/60)から 

第二種中高層住居専用地域(200/60)に変更する区域 

 市街化調整区域に編入し、 

準工業地域(200/60)から無指定に変更する区域 

 
現行市街化区域 

 



南部大阪都市計画区域区分の変更
南部大阪都市計画用途地域の変更 

 

１４－２．市 場 東 地 区（泉佐野市） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

凡   例 

 市街化区域に編入し、 

第二種中高層住居専用地域(200/60)を指定する区域 

 市街化区域に編入し、 

第一種住居地域(200/60)を指定する区域 

 
現行市街化区域 

 



南部大阪都市計画区域区分の変更
南部大阪都市計画用途地域の変更 

 

１５－１．新家地区（泉南市） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

凡   例 

 市街化区域に編入し、 

第一種中高層住居専用地域(200/60)を指定する区域 

 
現行市街化区域 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



南部大阪都市計画用途地域の変更
 

 

１５－２．樽井駅周辺地区（泉南市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

樽井駅 

南海本線 

 

凡   例 

 第一種住居地域(200/60)から 

近隣商業地域(300/80)に変更する区域 

 



南部大阪都市計画区域区分の変更
南部大阪都市計画用途地域の変更 

 

１６－１.箱作（１）地区（阪南市） 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
   
 
 

飯ノ峯川 

箱作駅前線 

万葉台団地 

 
 
 
 
 

凡   例 

 市街化区域に編入し、 

第一種低層住居専用地域(100/50)（外壁の後退距離の限度 1.0ｍ、建

築物の高さの制限 10ｍ）を指定する区域 

 
現行市街化区域 

 



 南部大阪都市計画区域区分の変更
南部大阪都市計画用途地域の変更 

 

１６－２．南山中地区（阪南市） 

 

 
 
 
 

 
 

 

  
 
   

南山中

国道 26 号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

凡   例 

 市街化区域に編入し、 

第二種住居地域(200/60)を指定する区域 

 第一種中高層住居専用地域（200/60）から 

第二種住居地域(200/60)に変更する区域 

 
現行市街化区域 

 



 南部大阪都市計画区域区分の変更
南部大阪都市計画用途地域の変更 

 

１６－３．尾崎町地区（阪南市） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 尾崎町三丁目 

     
  
 
 
 
 

 

 

 

 市街化区域に編入し、 

準工業地域(200/60)を指定する区域 

 
現行市街化区域 

府道鳥取吉見泉佐野線 

尾崎港 

 

尾崎町四丁目 

 

 

 

 



 南部大阪都市計画区域区分の変更
南部大阪都市計画用途地域の変更 

 

１６－４．鳥取地区（阪南市） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
   

鳥取 

西鳥取漁港 

 
 
 
 

凡   例 

 市街化区域に編入し、 

準工業地域(200/60)を指定する区域 

 
現行市街化区域 

 
 
 

 



 
南部大阪都市計画区域区分の変更
南部大阪都市計画用途地域の変更

 

 

１６－５．箱作（２）地区（阪南市） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 
茶屋川

下荘漁港

 
 
 

凡   例 

 市街化区域に編入し、 

準工業地域(200/60)を指定する区域 

 
現行市街化区域 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
南部大阪都市計画区域区分の変更
南部大阪都市計画用途地域の変更

 

 

１６－６．自然田地区（阪南市） 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

山中川

国道２６号第二阪和国道 

自然田 

莬砥川

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自然田 

凡   例 

 市街化区域に編入し、 

第二種住居地域(200/60)を指定する区域 

 市街化調整区域に編入し、 

第二住居地域(200/60)から無指定に変更する区域 

 
現行市街化区域 

 


